
消費者市民サポートちばシンポジウム	

「消費者市民サポートちば（愛称：サポ・ちば）」は「不当な勧
誘」「不当な契約条項」「不当な広告表示」に対して事業者に
申し入れを行い、改善や差し止め活動を行っています。	
今回のシンポジウムでは寸劇とパネルディスカッションで消
費者トラブルから身を守る方法をお伝えします。	

日時	

会場	

平成30年２月４日（日）　13：30～15：30
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（開場　13：00）

寸劇で、巧妙化する不当な契約への対処法を学びます	

参加費無料	

参加特典	
消費者トラブ
ルに役立つ	
小冊子進呈	

千葉県弁護士会館　３階講堂

主催	
特定非営利活動法人

消費者市民サポートちば

後援	 千葉県（予定）　千葉県弁護士会



　　　　　ズルい契約お断り‼	

・ＪＲ千葉駅から徒歩約１５分	
・京成千葉中央駅から徒歩約７分	
・千葉都市モノレール	

　県庁前駅から徒歩約3分	

千葉県弁護士会館　案内図	
千葉市中央区中央4丁目13番9号	

消費者市民サポートちば　シンポジウム参加申込書　ＦＡＸ：043-239-6038	

（ふりがな） 　
所　　属

（団体・法人等）

　

お　名　前 　 　

住　　　所 　 　 　

電話番号 　 ＦＡＸ番号 　

メールアドレス 　 　 　

*取得した個人情報については、本シンポジウム以外の目的で利用することはありません。	

　寸劇で学ぶ	
消費者トラブル	
　の対処法	

主催・問合せ先・申込先	
特定非営利活動法人	

　　消費者市民サポートちば	
〒206-0013　千葉市中央区中央4-13-10	
千葉県教育会館５Ｆ	
ＴＥＬ：043-239-6037	
ＦＡＸ：043-239-6038	
Ｅ－Ｍａｉｌ：ｉｎｆｏ@ｓapochiba.com	

消費者市民サポートちば　シンポジウム	

プログラム　13：30～15：30	
第１部　弁護士や相談員等による消費者トラブルの寸劇	
第２部　消費者トラブルの対処についてのパネルディスカッション	
　　　　　　　　　	

（当日参加も可）	

	
上田　孝治さん（ＮＰＯ法人適格消費者団体ひょうご消費者ネット理事　弁護士）	
小島　勢津子さん（千葉県消費生活相談員の会　会長）	
澤田　仁史さん （澤田綜合法律事務所　弁護士）	
唯根　妙子さん（一般財団法人消費者協会専務理事）	

パネリスト	

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ	 日野　勝吾　　 （淑徳大学　准教授）	

　（五十音順）	


